
○
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第
八
条
第
六
項
及
び
建
築
物
に

お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
四
号
）
第
二
条
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ

き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要
一

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
三
十
二
の
項
、
三
十
四
の
項
、
三
十
五
の
項
、
三
十
八
の
項
、
四
十
の
項
及
び
四
十
六
の
項

か
ら
五
十
一
の
項
」
を
「
三
十
一
の
項
、
三
十
三
の
項
、
三
十
四
の
項
、
三
十
七
の
項
、
三
十
九
の
項
及
び
四
十
五
の
項
か
ら

五
十
の
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
二
十
一
の
項
か
ら
三
十
一
の
項
」
を
「
二
十
の
項
か
ら
三
十
の
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四



号
ロ
中
「
三
十
二
の
項
、
三
十
四
の
項
、
三
十
五
の
項
、
三
十
八
の
項
、
四
十
の
項
及
び
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項
」
を

「
三
十
一
の
項
、
三
十
三
の
項
、
三
十
四
の
項
、
三
十
七
の
項
、
三
十
九
の
項
及
び
四
十
五
の
項
か
ら
五
十
の
項
」
に
改
め
、

同
号
ハ
中
「
二
十
一
の
項
か
ら
三
十
一
の
項
」
を
「
二
十
の
項
か
ら
三
十
の
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
二
十
の
項
ま
で
の
項

及
び
四
十
五
の
項
」
を
「
十
九
の
項
ま
で
の
項
及
び
四
十
四
の
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
条
の
四
」
を
「
第
三
条
の
十
九
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
四
号
中
「
高
圧
ガ
ス
取
締
法
」
を
「
高
圧
ガ
ス
保
安
法
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
を

「
第
四
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
事
業
」
を
「
事
業
場
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
号
中
「
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
を
「
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
三
・
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
法
第
九
条
の
十
二
第
二
項
」
を
「
法
第
七
条
の
十
五
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
五
号
ハ
中
「
掃
除
方
法
」
を
「
清
掃
方
法
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
四
項
第
二
号
中
「
第
二
十
六
条
の
二
第
二
号
」
を
「
第
二
十
六
条
の
三
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
第
二
十
六
条
の
二
第
三
号
」
を
「
第
二
十
六
条
の
三
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
第
三
号
中
「
第
二
十
八
条
の
二
第
四



号
」
を
「
第
二
十
八
条
の
三
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
八
条
の
二
第
五
号
」
を
「
第
二
十
八
条
の
三
第
五

号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
第
五
号
中
「
事
業
」
を
「
業
務
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
指
定
団
体
の
業
務
」
と
い
う
。

）
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
申
請

の
日
を
含
む
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

第
三
十
四
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

指
定
団
体
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
し
た
書
類

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
の
基
準
）

第
三
十
四
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
申
出
を
し
た
一
般
社
団
法
人
が
次

の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。



一

前
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
計
画
に
つ
い
て
、
指
定
団
体
の
業
務
の
適
確
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
を
作
成

し
て
い
る
こ
と
。

二

指
定
団
体
の
業
務
を
適
確
か
つ
円
滑
に
行
う
の
に
必
要
な
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

指
定
団
体
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
指
定
団
体
の
業
務
の
公
正

な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三
十
六
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
事
業
」
を
「
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
事
業
内
容
」
を
「
業
務
内
容
」

に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め

第
十

条
関

係
第

九
条

関
係

が
指

定
し

た
の

登
録

を
受

け
た

者
が

行
う

る
。様

式
第
二
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
十

一
条

関
係

第
十

条
関

係

様
式
第
三
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
十

二
条

関
係

第
十

一
条

関
係

様
式
第
四
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
十

三
条

関
係

第
十

二
条

関
係

様
式
第
七
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

必
要

報
告

必
要

な
報

告



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
並
び

に
同
項
第
四
号
ロ
、
ハ
及
び
ニ
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
四
条
第
二
項

第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
建
築
物
に
お
け
る
衛

生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
申
出

を
し
た
一
般
社
団
法
人
に
つ
い
て
適
用
す
る
。


